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〇 農地中間管理機構関連農地整備事業実施要綱（平成30年3月30日付け29農振第2689号農林水産事務次官依命通知） 

一部改正新旧対照表 

   （下線部分は改正部分） 

附 則 

この通知は、令和６年４月１日から施行する。 

改 正 後 改 正 前 

第７ 事業の申請等 

  農地整備事業に係る申請及び採択については、次のとおりと

する。なお、第２の２の実施計画等策定事業及び第２の３の農

村環境計画策定事業に係る申請及び採択については、それぞれ

農村振興局長が別に定めるところによる。 

１ 都道府県知事は、農地整備事業を実施しようとするとき

は、当該事業の採択を、農村振興局長が別に定める期日まで

に、事業採択申請書、事業計画概要書、整備計画及び農村振

興局長が別に定める書類（以下「事業採択申請書等」とい

う。）を、地方農政局長等（北海道にあっては国土交通省北海

道開発局長を経由して農村振興局長、沖縄県にあっては内閣

府沖縄総合事務局長、その他の都府県にあっては地方農政局

長。以下同じ。）に提出するものとする。 

２ （略） 

 

第７ 事業の申請等 

  農地整備事業に係る申請及び採択については、次のとおりと

する。なお、第２の２の実施計画等策定事業及び第２の３の農

村環境計画策定事業に係る申請及び採択については、それぞれ

農村振興局長が別に定めるところによる。 

１ 都道府県知事は、農地整備事業を実施しようとするとき

は、農村振興局長が別に定める場合を除き、当該事業の採択

を希望する年度の前年度の 11月末日までに、事業採択申請

書、事業計画概要書（法に基づき事業を行う場合に限る。）、

整備計画及び農村振興局長が別に定める書類（以下「事業採

択申請書等」という。）を、地方農政局長等（北海道にあって

は国土交通省北海道開発局長を経由して農村振興局長、沖縄

県にあっては内閣府沖縄総合事務局長、その他の都府県にあ

っては地方農政局長。以下同じ。）に提出するものとする。 

２ （略） 


